
件
名 株

式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の

健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件 
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金 

融 

庁 
○
財 

務 

省
告
示
第 

 
 

号 
経
済
産
業
省 

 

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社

商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判 

金 

融 

庁 

断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
年
財 

務 

省
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

経
済
産
業
省 

令
和
五
年 

 

月 
 

 

日 

金
融
庁
長
官 

栗
田 

照
久 

 
 

 

財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一 

経
済
産
業
大
臣 

齋
藤 

 

健 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

第
一

条
 

こ
の

告
示

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

第
一

条
 

［
同

左
］

 

［
一

～
七

十
二

 
略

］
 

 
［

一
～

七
十

二
 

同
左

］
 

七
十

二
の

二
 

Ｃ
Ｖ

Ａ
リ

ス
ク

 
ク

レ
ジ

ッ
ト

・
ス

プ
レ

ッ
ド

そ
の

他

の
指

標
の

市
場

変
動

に
よ

り
Ｃ

Ｖ
Ａ

（
派

生
商

品
取

引
並

び
に

レ
ポ

形
式

の
取

引
及

び
信

用
取

引
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

海
外

の
取

引
に

つ
い

て
、

取
引

相
手

方
の

信
用

リ
ス

ク
を

勘
案

し
な

い
場

合
に

お
け

る
公

正
価

値
評

価
額

と
取

引
相

手
方

の
信

用
リ

ス
ク

を
勘

案
す

る
場

合
に

お
け

る
公

正
価

値
評

価
額

と
の

差
額

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
変

動
す

る
リ

ス
ク

を
い

う
。

た
だ

し
、

当
該

リ
ス

ク
を

計
測

す
る

商
工

組
合

中
央

金
庫

の
信

用
リ

ス
ク

の
変

動
に

係
る

も
の

を
除

く
。

 

七
十

二
の

二
 

Ｃ
Ｖ

Ａ
リ

ス
ク

 
ク

レ
ジ

ッ
ト

・
ス

プ
レ

ッ
ド

そ
の

他

の
指

標
の

市
場

変
動

に
よ

り
Ｃ

Ｖ
Ａ

（
派

生
商

品
取

引
及

び
レ

ポ
形

式
の

取
引

に
つ

い
て

、
取

引
相

手
方

の
信

用
リ

ス
ク

を
勘

案
し

な
い

場
合

に
お

け
る

公
正

価
値

評
価

額
と

取
引

相
手

方
の

信
用

リ
ス

ク
を

勘
案

す
る

場
合

に
お

け
る

公
正

価
値

評
価

額
と

の
差

額
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

変
動

す
る

リ
ス

ク
を

い
う

。
た

だ
し

、
当

該
リ

ス
ク

を
計

測
す

る
商

工
組

合
中

央
金

庫
の

信
用

リ
ス

ク
の

変
動

に
係

る
も

の
を

除
く

。
 

［
七

十
二

の
三

～
百

八
 

略
］

 
［

七
十

二
の

三
～

百
八

 
同

左
］

 
 

 

第
二

条
の

二
 

［
略

］
 

第
二

条
の

二
 

［
同

左
］

 

［
２

・
３

 
略

］
 

［
２

・
３

 
同

左
］

 

４
 

第
二

項
の

「
カ

ウ
ン

タ
ー

・
シ

ク
リ

カ
ル

・
バ

ッ
フ

ァ
ー

比
率

」
と

は
、

金
融

市
場

に
お

け
る

信
用

の
供

与
が

過
剰

な
場

合
に

、
将

来
の

景

気
の

変
動

に
よ

っ
て

生
ず

る
お

そ
れ

の
あ

る
損

失
の

吸
収

の
た

め
資

本

を
増

強
す

る
基

準
と

な
る

も
の

を
い

い
、

次
に

掲
げ

る
比

率
を

合
計

し

て
得

た
比

率
（

小
数

点
以

下
二

位
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
こ

れ

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
と

す
る

。
 

４
 

［
同

左
］

 

一
 

零
パ

ー
セ

ン
ト

（
金

融
庁

長
官

が
別

に
指

定
し

た
場

合
は

、
別

に

指
定

し
た

比
率

）
に

、
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
（

ソ
ブ

リ
ン

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

及
び

金
融

機
関

等
向

け
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

係
る

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
額

並
び

に
Ｃ

Ｖ
Ａ

リ
ス

ク
相

一
 

零
パ

ー
セ

ン
ト

（
金

融
庁

長
官

が
別

に
指

定
し

た
場

合
は

、
別

に

指
定

し
た

比
率

）
に

、
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
（

ソ
ブ

リ
ン

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

及
び

金
融

機
関

等
向

け
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

係
る

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
の
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当
額

を
除

く
。

次
号

及
び

第
十

四
条

の
二

第
四

項
各

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

合
計

額
と

デ
フ

ォ
ル

ト
・

リ
ス

ク
に

対
す

る
マ

ー
ケ

ッ

ト
・

リ
ス

ク
相

当
額

（
ソ

ブ
リ

ン
向

け
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
及

び
金

融
機

関
等

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

に
係

る
デ

フ
ォ

ル
ト

・
リ

ス
ク

に
対

す
る

マ
ー

ケ
ッ

ト
・

リ
ス

ク
相

当
額

を
除

き
、

簡
易

的
方

式
採

用
金

庫
に

あ
っ

て
は

、
第

二
百

七
十

六
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
リ

ス
ク

・
カ

テ
ゴ

リ
ー

に
対

す
る

マ
ー

ケ
ッ

ト
・

リ
ス

ク
相

当
額

の
う

ち
個

別
リ

ス
ク

の
額

に
係

る
も

の
。

次
号

及
び

第
十

四
条

の
二

第
四

項
各

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

合
計

額
を

八
パ

ー
セ

ン
ト

で
除

し
て

得
た

額
と

を
合

算
し

た
額

の
う

ち
本

邦
に

係
る

も
の

を
当

該
額

で
除

し
て

得
た

値
を

乗
じ

て
得

た
比

率
 

う
ち

本
邦

に
係

る
も

の
を

当
該

額
で

除
し

て
得

た
値

を
乗

じ
て

得
た

比
率

 

二
 

本
邦

以
外

の
国

又
は

地
域

の
金

融
当

局
が

定
め

る
比

率
（

二
・

五

パ
ー

セ
ン

ト
を

超
え

る
場

合
に

は
、

二
・

五
パ

ー
セ

ン
ト

）
に

、
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
の

合
計

額
と

デ
フ

ォ
ル

ト
・

リ
ス

ク
に

対
す

る
マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
の

合
計

額
を

八
パ

ー
セ

ン
ト

で
除

し
て

得
た

額
と

を
合

算
し

た
額

の
う

ち
当

該
国

又
は

地
域

に
係

る
も

の
を

当
該

額
で

除
し

て
得

た
値

を
乗

じ
て

得
た

比
率

を
合

計
し

て
得

た
比

率
 

二
 

本
邦

以
外

の
国

又
は

地
域

の
金

融
当

局
が

定
め

る
比

率
（

二
・

五

パ
ー

セ
ン

ト
を

超
え

る
場

合
に

は
、

二
・

五
パ

ー
セ

ン
ト

）
に

、
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
（

ソ
ブ

リ
ン

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

及
び

金
融

機
関

等
向

け
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

係
る

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
の

う
ち

当
該

国
又

は
地

域
に

係
る

も
の

を
当

該
額

で
除

し
て

得
た

値
を

乗
じ

て
得

た
比

率
を

合
計

し
て

得
た

比
率

 

５
 

［
略

］
 

５
 

［
同

左
］

 

 
 

 
（

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
勘

定
へ

の
分

類
基

準
等

）
 

 
（

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
勘

定
へ

の
分

類
基

準
等

）
 

第
十

一
条

の
三

 
［

略
］

 
第

十
一

条
の

三
 

［
同

左
］

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

５
 

前
三

項
の

規
定

は
、

商
工

組
合

中
央

金
庫

が
特

定
取

引
勘

定
を

設
け

て
い

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
ト

レ
ー

デ
ィ

ン
グ

勘
定

に
商

品
を

分
類

す

る
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

二
項

中
「

特

定
取

引
等

（
規

則
第

十
八

条
第

二
項

に
規

定
す

る
特

定
取

引
そ

の
他

こ

５
 

第
二

項
及

び
第

三
項

の
規

定
は

、
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

特
定

取
引

勘
定

を
設

け
て

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
、

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
勘

定
に

商

品
を

分
類

す
る

場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第

二
項

中
「

特
定

取
引

等
（

規
則

第
十

八
条

第
二

項
に

規
定

す
る

特
定

取
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れ
に

類
似

す
る

取
引

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

る
資

産
又

は
負

債

と
し

て
保

有
し

て
い

る
商

品
（

以
下

こ
の

章
及

び
次

章
に

お
い

て
「

特

定
取

引
等

商
品

」
と

い
う

。
）

」
と

あ
り

、
及

び
前

二
項

中
「

特
定

取

引
等

商
品

」
と

あ
る

の
は

、
「

商
品

有
価

証
券

勘
定

及
び

売
付

商
品

債

券
勘

定
の

資
産

又
は

負
債

と
し

て
保

有
し

て
い

る
商

品
」

と
読

み
替

え

る
も

の
と

す
る

。
 

引
そ

の
他

こ
れ

に
類

似
す

る
取

引
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

係
る

資

産
又

は
負

債
と

し
て

保
有

し
て

い
る

商
品

（
以

下
こ

の
章

及
び

次
章

に

お
い

て
「

特
定

取
引

等
商

品
」

と
い

う
。

）
」

と
あ

り
、

及
び

第
三

項

中
「

特
定

取
引

等
商

品
」

と
あ

る
の

は
、

「
商

品
有

価
証

券
勘

定
及

び

売
付

商
品

債
券

勘
定

の
資

産
又

は
負

債
と

し
て

保
有

し
て

い
る

商
品

」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

［
６

・
７

 
略

］
 

［
６

・
７

 
同

左
］

 

 
 

 
（

バ
ン

キ
ン

グ
勘

定
へ

の
分

類
基

準
）

 
 

（
バ

ン
キ

ン
グ

勘
定

へ
の

分
類

基
準

）
 

第
十

一
条

の
四

 
［

略
］

 
第

十
一

条
の

四
 

［
同

左
］

 

２
 

特
定

取
引

等
商

品
及

び
前

条
第

三
項

（
同

条
第

五
項

に
規

定
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
商

品
有

価
証

券
勘

定
及

び
売

付
商

品
債

券
勘

定
の

資

産
又

は
負

債
と

し
て

保
有

し
て

い
る

商
品

並
び

に
同

項
に

お
い

て
準

用

す
る

同
条

第
三

項
）

の
規

定
に

よ
り

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
勘

定
に

分
類

す

る
こ

と
と

さ
れ

る
商

品
の

う
ち

、
ト

レ
ー

デ
ィ

ン
グ

目
的

以
外

の
目

的

で
保

有
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

経
済

産
業

大
臣

、
財

務

大
臣

及
び

金
融

庁
長

官
に

届
け

出
た

場
合

に
限

り
、

バ
ン

キ
ン

グ
勘

定

に
分

類
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

特
定

取
引

等
商

品
及

び
前

条
第

三
項

（
同

条
第

五
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
ト

レ
ー

デ
ィ

ン
グ

勘
定

に
分

類

す
る

こ
と

と
さ

れ
る

商
品

の
う

ち
、

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
目

的
以

外
の

目

的
で

保
有

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
経

済
産

業
大

臣
、

財

務
大

臣
及

び
金

融
庁

長
官

に
届

け
出

た
場

合
に

限
り

、
バ

ン
キ

ン
グ

勘

定
に

分
類

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

［
略

］
 

３
 

［
同

左
］

 

 
 

第
十

四
条

の
二

 
［

略
］

 
第

十
四

条
の

二
 

［
同

左
］

 

［
２

・
３

 
略

］
 

［
２

・
３

 
同

左
］

 

４
 

第
二

項
の

「
カ

ウ
ン

タ
ー

・
シ

ク
リ

カ
ル

・
バ

ッ
フ

ァ
ー

比
率

」
と

は
、

金
融

市
場

に
お

け
る

信
用

の
供

与
が

過
剰

な
場

合
に

、
将

来
の

景

気
の

変
動

に
よ

っ
て

生
ず

る
お

そ
れ

の
あ

る
損

失
の

吸
収

の
た

め
資

本

を
増

強
す

る
基

準
と

な
る

も
の

を
い

い
、

次
に

掲
げ

る
比

率
を

合
計

し

て
得

た
比

率
（

小
数

点
以

下
二

位
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
こ

れ

４
 

［
同

左
］
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を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
と

す
る

。
 

一
 

零
パ

ー
セ

ン
ト

（
金

融
庁

長
官

が
別

に
指

定
し

た
場

合
は

、
別

に

指
定

し
た

比
率

）
に

、
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
の

合
計

額
と

デ
フ

ォ
ル

ト
・

リ
ス

ク
に

対
す

る
マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
の

合
計

額
を

八
パ

ー
セ

ン
ト

で
除

し
て

得
た

額
と

を
合

算
し

た
額

の
う

ち
本

邦
に

係
る

も
の

を
当

該
額

で
除

し
て

得
た

値
を

乗
じ

て
得

た
比

率
 

一
 

零
パ

ー
セ

ン
ト

（
金

融
庁

長
官

が
別

に
指

定
し

た
場

合
は

、
別

に

指
定

し
た

比
率

）
に

、
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
（

ソ
ブ

リ
ン

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

及
び

金
融

機
関

等
向

け
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

係
る

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
の

う
ち

本
邦

に
係

る
も

の
を

当
該

額
で

除
し

て
得

た
値

を
乗

じ
て

得
た

比
率

 

二
 

本
邦

以
外

の
国

又
は

地
域

の
金

融
当

局
が

定
め

る
比

率
（

二
・

五

パ
ー

セ
ン

ト
を

超
え

る
場

合
に

は
、

二
・

五
パ

ー
セ

ン
ト

）
に

、
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
の

合
計

額
と

デ
フ

ォ
ル

ト
・

リ
ス

ク
に

対
す

る
マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
の

合
計

額
を

八
パ

ー
セ

ン
ト

で
除

し
て

得
た

額
と

を
合

算
し

た
額

の
う

ち
当

該
国

又
は

地
域

に
係

る
も

の
を

当
該

額
で

除
し

て
得

た
値

を
乗

じ
て

得
た

比
率

を
合

計
し

て
得

た
比

率
 

二
 

本
邦

以
外

の
国

又
は

地
域

の
金

融
当

局
が

定
め

る
比

率
（

二
・

五

パ
ー

セ
ン

ト
を

超
え

る
場

合
に

は
、

二
・

五
パ

ー
セ

ン
ト

）
に

、
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

額
（

ソ
ブ

リ
ン

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

及
び

金
融

機
関

等
向

け
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

係
る

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
の

う
ち

当
該

国
又

は
地

域
に

係
る

も
の

を
当

該
額

で
除

し
て

得
た

値
を

乗
じ

て
得

た
比

率
を

合
計

し
て

得
た

比
率

 

５
 

［
略

］
 

５
 

［
同

左
］

 

 
 

（
ト

レ
ー

デ
ィ

ン
グ

勘
定

へ
の

分
類

基
準

等
）

 
（

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
勘

定
へ

の
分

類
基

準
等

）
 

第
二

十
二

条
の

三
 

［
略

］
 

第
二

十
二

条
の

三
 

［
同

左
］

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

５
 

前
三

項
の

規
定

は
、

商
工

組
合

中
央

金
庫

が
特

定
取

引
勘

定
を

設
け

て
い

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
ト

レ
ー

デ
ィ

ン
グ

勘
定

に
商

品
を

分
類

す

る
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
こ

れ
ら

の
規

定

中
「

特
定

取
引

等
商

品
」

と
あ

る
の

は
、

「
商

品
有

価
証

券
勘

定
及

び

売
付

商
品

債
券

勘
定

の
資

産
又

は
負

債
と

し
て

保
有

し
て

い
る

商
品

」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

５
 

第
二

項
及

び
第

三
項

の
規

定
は

、
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

特
定

取
引

勘
定

を
設

け
て

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
、

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
勘

定
に

商

品
を

分
類

す
る

場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第

二
項

及
び

第
三

項
中

「
特

定
取

引
等

商
品

」
と

あ
る

の
は

、
「

商
品

有

価
証

券
勘

定
及

び
売

付
商

品
債

券
勘

定
の

資
産

又
は

負
債

と
し

て
保

有

し
て

い
る

商
品

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

［
６

・
７

 
略

］
 

［
６

・
７

 
同

左
］
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（

バ
ン

キ
ン

グ
勘

定
へ

の
分

類
基

準
）

 
 

（
バ

ン
キ

ン
グ

勘
定

へ
の

分
類

基
準

）
 

第
二

十
二

条
の

四
 

［
略

］
 

第
二

十
二

条
の

四
 

［
同

左
］

 

２
 

特
定

取
引

等
商

品
及

び
前

条
第

三
項

（
同

条
第

五
項

に
規

定
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
商

品
有

価
証

券
勘

定
及

び
売

付
商

品
債

券
勘

定
の

資

産
又

は
負

債
と

し
て

保
有

し
て

い
る

商
品

並
び

に
同

項
に

お
い

て
準

用

す
る

同
条

第
三

項
）

の
規

定
に

よ
り

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
勘

定
に

分
類

す

る
こ

と
と

さ
れ

る
商

品
の

う
ち

、
ト

レ
ー

デ
ィ

ン
グ

目
的

以
外

の
目

的

で
保

有
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

経
済

産
業

大
臣

、
財

務

大
臣

及
び

金
融

庁
長

官
に

届
け

出
た

場
合

に
限

り
、

バ
ン

キ
ン

グ
勘

定

に
分

類
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

特
定

取
引

等
商

品
及

び
前

条
第

三
項

（
同

条
第

五
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
ト

レ
ー

デ
ィ

ン
グ

勘
定

に
分

類

す
る

こ
と

と
さ

れ
る

商
品

の
う

ち
、

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
目

的
以

外
の

目

的
で

保
有

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
経

済
産

業
大

臣
、

財

務
大

臣
及

び
金

融
庁

長
官

に
届

け
出

た
場

合
に

限
り

、
バ

ン
キ

ン
グ

勘

定
に

分
類

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

［
略

］
 

３
 

［
同

左
］

 

 
 

 
（

リ
ス

ク
・

ウ
ェ

イ
ト

の
み

な
し

計
算

）
 

 
（

リ
ス

ク
・

ウ
ェ

イ
ト

の
み

な
し

計
算

）
 

第
五

十
三

条
の

四
 

［
略

］
 

第
五

十
三

条
の

四
 

［
同

左
］

 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
同

左
］

 

３
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

保
有

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

の

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
総

額
を

算
出

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
当

該

商
工

組
合

中
央

金
庫

を
当

該
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

を
直

接
保

有
す

る

者
と

み
な

し
て

、
第

二
十

五
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お

い
て

、
同

条
中

「
掲

げ
る

額
の

合
計

額
」

と
あ

る
の

は
「

掲
げ

る
額

（
 

 
第

三
号

に
掲

げ
る

額
を

除
く

。
）

の
合

計
額

」
と

、
同

条
第

一
号

中
「

 

 
与

信
相

当
額

」
と

あ
る

の
は

「
与

信
相

当
額

（
当

該
派

生
商

品
取

引
に

第
二

百
五

十
三

条
の

二
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

者
以

外
の

者
を

取
引

相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

オ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

取
引

の
与

信
相

当
額

、
当

該
派

生
商

品
取

引
の

与
信

相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該
派

生
商

品
取

引
以

外
の

派

３
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

保
有

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

の

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
総

額
を

算
出

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
当

該

商
工

組
合

中
央

金
庫

を
当

該
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

を
直

接
保

有
す

る

者
と

み
な

し
て

、
第

二
十

五
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お

い
て

、
同

条
中

「
掲

げ
る

額
の

合
計

額
」

と
あ

る
の

は
「

掲
げ

る
額

（

第
三

号
に

掲
げ

る
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
」

と
、

同
条

第
一

号
中

「

与
信

相
当

額
」

と
あ

る
の

は
「

与
信

相
当

額
（

当
該

派
生

商
品

取
引

に

第
二

百
五

十
三

条
の

二
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

者
以

外
の

者
を

取
引

相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

オ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

取
引

の
与

信
相

当
額

、
当

該
派

生
商

品
取

引
の

与
信

相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該
派

生
商

品
取

引
以

外
の

派
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生
商

品
取

引
の

与
信

相
当

額
並

び
に

長
期

決
済

期
間

取
引

の
与

信
相

当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

生
商

品
取

引
の

与
信

相
当

額
並

び
に

長
期

決
済

期
間

取
引

の
与

信
相

当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

［
略

］
 

４
 

［
同

左
］

 

５
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

同
項

の
第

三
者

が
判

定
し

た
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
を

用
い

て
保

有
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
の

裏
付

け
と

な
る

資
産

等

の
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

総
額

を
算

出
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

当

該
第

三
者

を
当

該
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

を
直

接
保

有
す

る
商

工
組

合

中
央

金
庫

と
み

な
し

て
、

第
二

十
五

条
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

同
条

中
「

額
の

合
計

額
を

い
う

」
と

あ
る

の
は

「
額

（
 

 
第

三
号

に
掲

げ
る

額
を

除
く

。
）

の
合

計
額

と
し

、
当

該
合

計
額

の
算

出
に

当
た

っ
て

は
、

個
々

の
資

産
及

び
取

引
に

適
用

す
る

リ
ス

ク
・

ウ

ェ
イ

ト
に

一
・

二
を

乗
じ

る
調

整
を

行
う

も
の

と
す

る
」

と
、

「
同

節
 

 
」

と
あ

る
の

は
「

当
該

リ
ス

ク
・

ウ
ェ

イ
ト

に
一

・
二

を
乗

じ
て

得
た

値
を

リ
ス

ク
・

ウ
ェ

イ
ト

と
し

て
用

い
た

上
で

、
同

節
」

と
、

同
条

第

一
号

中
「

与
信

相
当

額
」

と
あ

る
の

は
「

与
信

相
当

額
（

当
該

派
生

商

品
取

引
に

第
二

百
五

十
三

条
の

二
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

者
以

外
の

者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ

て
は

、
オ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

取
引

の
与

信
相

当
額

、
当

該
派

生
商

品
取

引

の
与

信
相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該
派

生
商

品
取

引

以
外

の
派

生
商

品
取

引
の

与
信

相
当

額
並

び
に

長
期

決
済

期
間

取
引

の

与
信

相
当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

５
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

同
項

の
第

三
者

が
判

定
し

た
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
を

用
い

て
保

有
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
の

裏
付

け
と

な
る

資
産

等

の
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

総
額

を
算

出
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

当

該
第

三
者

を
当

該
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

を
直

接
保

有
す

る
商

工
組

合

中
央

金
庫

と
み

な
し

て
、

第
二

十
五

条
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

同
条

中
「

額
の

合
計

額
を

い
う

」
と

あ
る

の
は

「
額

（

第
三

号
に

掲
げ

る
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
と

し
、

当
該

合
計

額
の

算

出
に

当
た

っ
て

は
、

個
々

の
資

産
及

び
取

引
に

適
用

す
る

リ
ス

ク
・

ウ

ェ
イ

ト
に

一
・

二
を

乗
じ

る
調

整
を

行
う

も
の

と
す

る
」

と
、

「
同

節

」
と

あ
る

の
は

「
当

該
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
に

一
・

二
を

乗
じ

て
得

た

値
を

リ
ス

ク
・

ウ
ェ

イ
ト

と
し

て
用

い
た

上
で

、
同

節
」

と
、

同
条

第

一
号

中
「

与
信

相
当

額
」

と
あ

る
の

は
「

与
信

相
当

額
（

当
該

派
生

商

品
取

引
に

第
二

百
五

十
三

条
の

二
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

者
以

外
の

者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ

て
は

、
オ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

取
引

の
与

信
相

当
額

、
当

該
派

生
商

品
取

引

の
与

信
相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該
派

生
商

品
取

引

以
外

の
派

生
商

品
取

引
の

与
信

相
当

額
並

び
に

長
期

決
済

期
間

取
引

の

与
信

相
当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 

［
略

］
 

６
 

［
同

左
］

 

７
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

保
有

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

の

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
総

額
を

算
出

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
同

項

の
資

産
運

用
基

準
に

基
づ

き
当

該
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

総
額

が

最
大

と
な

る
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

の
構

成
を

想
定

す
る

も
の

と
し

、

７
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

保
有

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

の

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
総

額
を

算
出

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
同

項

の
資

産
運

用
基

準
に

基
づ

き
当

該
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

総
額

が

最
大

と
な

る
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

の
構

成
を

想
定

す
る

も
の

と
し

、
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か
つ

、
当

該
商

工
組

合
中

央
金

庫
を

当
該

構
成

に
よ

る
裏

付
け

と
な

る

資
産

等
を

直
接

保
有

す
る

者
と

み
な

し
て

、
第

二
十

五
条

の
規

定
を

準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
中

「
掲

げ
る

額
の

合
計

額
」

と

あ
る

の
は

「
掲

げ
る

額
（

第
三

号
に

掲
げ

る
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
 

 
」

と
、

同
条

第
一

号
中

「
与

信
相

当
額

」
と

あ
る

の
は

「
与

信
相

当
額

（
当

該
派

生
商

品
取

引
に

第
二

百
五

十
三

条
の

二
第

二
項

各
号

に
掲

げ

る
者

以
外

の
者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
オ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

取
引

の
与

信
相

当
額

、
当

該

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該

派
生

商
品

取
引

以
外

の
派

生
商

品
取

引
の

与
信

相
当

額
並

び
に

長
期

決

済
期

間
取

引
の

与
信

相
当

額
 

）
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

か
つ

、
当

該
商

工
組

合
中

央
金

庫
を

当
該

構
成

に
よ

る
裏

付
け

と
な

る

資
産

等
を

直
接

保
有

す
る

者
と

み
な

し
て

、
第

二
十

五
条

の
規

定
を

準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
中

「
掲

げ
る

額
の

合
計

額
」

と

あ
る

の
は

「
掲

げ
る

額
（

第
三

号
に

掲
げ

る
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額

」
と

、
同

条
第

一
号

中
「

与
信

相
当

額
」

と
あ

る
の

は
「

与
信

相
当

額

（
当

該
派

生
商

品
取

引
に

第
二

百
五

十
三

条
の

二
第

一
項

各
号

に
掲

げ

る
者

以
外

の
者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
オ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

取
引

の
与

信
相

当
額

、
当

該

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該

派
生

商
品

取
引

以
外

の
派

生
商

品
取

引
の

与
信

相
当

額
並

び
に

長
期

決

済
期

間
取

引
の

与
信

相
当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

［
８

～
1
0
 

略
］

 
［

８
～

1
0
 

同
左

］
 

 
 

（
Ｓ

Ａ
―

Ｃ
Ｃ

Ｒ
）

 
（

Ｓ
Ａ

―
Ｃ

Ｃ
Ｒ

）
 

第
五

十
七

条
 

［
略

］
 

第
五

十
七

条
 

［
同

左
］

 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
同

左
］

 
３

 
前

項
の

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ィ
調

整
率

（
H
）

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
算

式
を

用
い

て
算

出
す

る
。

 

３
 

［
同

左
］

 

一
 

マ
ー

ジ
ン

・
ア

グ
リ

ー
メ

ン
ト

を
締

結
し

て
い

な
い

場
合

 
一

 
［

同
左

］
 

 
 

 H=H ×  Min (N ,250 )+𝑇 −1
𝑇 

 

 
 

 H =H  ×  T 10
 

 
 

 H=H ×  Min (N ,250 )+𝑇 −1
𝑇 

 

 
 

 H =H  ×  T 10
 

H
10 は

、
第

六
節

第
三

款
第

二
目

に
規

定
す

る
標

準
的

ボ
ラ

テ
ィ

リ
N

S
は

、
ネ

ッ
テ

ィ
ン

グ
・

セ
ッ

ト
（

以
下

こ
の

項
、

第
十

七
項

及
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テ
ィ

調
整

率
（

次
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

N
R
は

、
ネ

ッ
テ

ィ
ン

グ
・

セ
ッ

ト
に

含
ま

れ
る

取
引

の
残

存
期

間

（
当

該
取

引
の

原
資

産
が

派
生

商
品

取
引

で
あ

り
、

か
つ

、
当

該

原
資

産
を

受
け

渡
す

こ
と

と
な

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
原

資
産

で

あ
る

派
生

商
品

取
引

の
満

期
日

と
算

出
基

準
日

の
間

の
営

業
日

数

を
い

う
。

）
の

う
ち

最
も

長
い

営
業

日
数

。
た

だ
し

、
十

営
業

日

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
十

営
業

日
と

す
る

。
 

び
第

十
八

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

H
10 は

、
第

六
節

第
三

款
第

二
目

に
規

定
す

る
標

準
的

ボ
ラ

テ
ィ

リ

テ
ィ

調
整

率
（

次
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

N
R
は

、
値

洗
い

の
間

隔
（

営
業

日
数

）
又

は
N

S
に

含
ま

れ
る

取
引

の
残

存
期

間
（

当
該

取
引

の
原

資
産

が
派

生
商

品
取

引
で

あ
り

、

か
つ

、
当

該
原

資
産

を
受

け
渡

す
こ

と
と

な
っ

て
い

る
場

合
に

は

、
原

資
産

で
あ

る
派

生
商

品
取

引
の

満
期

日
と

算
出

基
準

日
の

間

の
営

業
日

数
を

い
う

。
）

の
う

ち
最

も
長

い
営

業
日

数
。

た
だ

し

、
十

営
業

日
未

満
で

あ
る

と
き

は
、

十
営

業
日

と
す

る
。

 

T
M
は

、
第

八
十

一
条

第
二

項
第

一
号

に
定

め
る

最
低

保
有

期
間

 
T

M
は

、
第

八
十

一
条

第
二

項
第

一
号

に
定

め
る

最
低

保
有

期
間

 

二
 

［
略

］
 

二
 

［
同

左
］

 

［
４

～
1
6
 

略
］

 
［

４
～

1
6
 

同
左

］
 

1
7
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

与
信

相
当

額
を

算
出

す
る

場
合

に
お

い
て

、

R
C

は
、

次
の

算
式

を
用

い
て

算
出

す
る

。
 

1
7
 

［
同

左
］

 

 
 

 RC=max [{∑
max (V  ,0 )

  ∈  
}−max {C  ,0 },0 ]  

+max [{∑
min (V  ,0 )

  ∈  
}−min {C  ,0 },0 ]  

 
 

 C  =C  ,       × 1−Hc  ,       −Hfx  ,         
 

 
 

 
  −C  ,    × 1+Hc  ,    +Hfx  ,      

 
 

 RC=max [{∑
max (V  ,0 )

  ∈  
}−max {C  ,0 },0 ]  

+max [{∑
min (V  ,0 )

  ∈  
}−min {C  ,0 },0 ]  

 
 

 C  =C  ,       × 1−Hc  ,       −Hfx  ,         
 

 
 

 
  −C  ,    × 1+Hc  ,    +Hfx  ,      

N
S
は

、
ネ

ッ
テ

ィ
ン

グ
・

セ
ッ

ト
（

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お

い
て

同
じ

。
）

 

M
A
は

、
マ

ー
ジ

ン
・

ア
グ

リ
ー

メ
ン

ト
（

以
下

こ
の

項
及

び
次

項

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

M
A

は
、

マ
ー

ジ
ン

・
ア

グ
リ

ー
メ

ン
ト

（
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

 

V
N

S
は

、
N

S
に

含
ま

れ
る

取
引

の
時

価
の

合
計

額
 

V
N

S は
、

N
S
に

含
ま

れ
る

取
引

の
時

価
の

合
計

額
 

C
M

A
は

、
M

A
の

下
に

お
け

る
ヘ

ア
カ

ッ
ト

調
整

後
の

ネ
ッ

ト
担

保
 

額
 

C
M

A
は

、
M

A
の

下
に

お
け

る
ヘ

ア
カ

ッ
ト

調
整

後
の

ネ
ッ

ト
担

保

 
額

 

C
M

A
,collect は

、
M

A
の

下
に

お
け

る
取

引
相

手
方

か
ら

受
け

入
れ

た

適
格

金
融

資
産

担
保

の
額

 

C
M

A
,collect は

、
M

A
の

下
に

お
け

る
取

引
相

手
方

か
ら

受
け

入
れ

た

適
格

金
融

資
産

担
保

の
額
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H
c

M
A

,collect
は

、
M

A
の

下
に

お
い

て
、

適
格

金
融

資
産

担
保

を
受

け
入

れ
る

場
合

に
お

い
て

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ィ
調

整
率

 

H
c

M
A

,collect は
、

M
A
の

下
に

お
い

て
、

適
格

金
融

資
産

担
保

を
受

け
入

れ
る

場
合

に
お

い
て

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ィ
調

整
率

 

H
fx

M
A

,collect
は

、
M

A
の

下
に

お
い

て
、

適
格

金
融

資
産

担
保

を
受

け
入

れ
る

場
合

に
お

い
て

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

と
適

格
金

融
資

産

担
保

の
通

貨
が

異
な

る
と

き
に

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ィ
調

整

率
 

H
fx

M
A

,collect は
、

M
A
の

下
に

お
い

て
、

適
格

金
融

資
産

担
保

を
受

け
入

れ
る

場
合

に
お

い
て

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

と
適

格
金

融
資

産

担
保

の
通

貨
が

異
な

る
と

き
に

適
用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ィ
調

整

率
 

C
M

A
,post

は
、

M
A

の
下

に
お

け
る

取
引

相
手

方
へ

差
し

入
れ

た
担

保
（

取
引

相
手

方
以

外
の

第
三

者
に

よ
っ

て
分

別
管

理
さ

れ
て

お

り
、

か
つ

、
取

引
相

手
方

に
係

る
倒

産
手

続
又

は
外

国
に

お
け

る

倒
産

手
続

と
同

種
類

の
手

続
に

伴
う

当
該

担
保

に
対

す
る

損
失

の

発
生

を
防

ぐ
た

め
に

必
要

な
方

策
が

講
ぜ

ら
れ

て
い

る
も

の
を

除

く
。

）
の

額
 

C
M

A
,post は

、
M

A
の

下
に

お
け

る
取

引
相

手
方

へ
差

し
入

れ
た

担

保
（

取
引

相
手

方
以

外
の

第
三

者
に

よ
っ

て
分

別
管

理
さ

れ
て

お
 

 
り

、
か

つ
、

取
引

相
手

方
に

係
る

倒
産

手
続

又
は

外
国

に
お

け
る

倒
産

手
続

と
同

種
類

の
手

続
に

伴
う

当
該

担
保

に
対

す
る

損
失

の

発
生

を
防

ぐ
た

め
に

必
要

な
方

策
が

講
ぜ

ら
れ

て
い

る
も

の
を

除

く
。

）
の

額
 

H
c

M
A

,post
は

、
M

A
の

下
に

お
い

て
、

担
保

を
差

し
入

れ
る

場
合

に

お
い

て
取

引
相

手
方

に
引

き
渡

し
た

資
産

の
種

類
に

応
じ

て
適

用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ィ
調

整
率

 

H
c

M
A

,post は
、

M
A
の

下
に

お
い

て
、

担
保

を
差

し
入

れ
る

場
合

に

お
い

て
取

引
相

手
方

に
引

き
渡

し
た

資
産

の
種

類
に

応
じ

て
適

用

す
る

ボ
ラ

テ
ィ

リ
テ

ィ
調

整
率

 

H
fx

M
A

,post
は

、
M

A
の

下
に

お
い

て
、

担
保

を
差

し
入

れ
る

場
合

に

お
い

て
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
と

担
保

の
通

貨
が

異
な

る
と

き
に

適

用
す

る
ボ

ラ
テ

ィ
リ

テ
ィ

調
整

率
 

H
fx

M
A

,post は
、

M
A
の

下
に

お
い

て
、

担
保

を
差

し
入

れ
る

場
合

に

お
い

て
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
と

担
保

の
通

貨
が

異
な

る
と

き
に

適

用
す

る
ボ

ラ
テ

ィ
リ

テ
ィ

調
整

率
 

1
8
 

［
略

］
 

1
8
 

［
同

左
］

 

 
 

（
保

証
に

関
す

る
条

件
）

 
（

保
証

に
関

す
る

条
件

）
 

第
百

条
 

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

保
証

を
信

用
リ

ス
ク

削
減

手
法

と
し

て
用

い
る

場
合

に
は

、
当

該
保

証
は

、

前
条

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
条

件
の

全
て

を
満

た
す

も

の
と

す
る

。
 

第
百

条
 

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

保
証

を
信

用
リ

ス
ク

削
減

手
法

と
し

て
用

い
る

場
合

、
当

該
保

証
は

、
前

条

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
条

件
の

全
て

を
満

た
す

も
の

と

す
る

。
 

［
一

・
二

 
略

］
 

［
一

・
二

 
同

左
］

 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
同

左
］
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（
ク

レ
ジ

ッ
ト

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
に

関
す

る
条

件
）

 
（

ク
レ

ジ
ッ

ト
・

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

に
関

す
る

条
件

）
 

第
百

一
条

 
標

準
的

手
法

を
採

用
し

た
場

合
の

商
工

組
合

中
央

金
庫

が
ク

レ
ジ

ッ
ト

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
を

信
用

リ
ス

ク
削

減
手

法
と

し
て

用
い

る

場
合

に
は

、
当

該
ク

レ
ジ

ッ
ト

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
は

、
第

九
十

九
条

に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

に
掲

げ
る

条
件

の
全

て
を

満
た

す
も

の
と

す

る
。

 

第
百

一
条

 
標

準
的

手
法

を
採

用
し

た
場

合
の

商
工

組
合

中
央

金
庫

が
ク

レ
ジ

ッ
ト

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
を

信
用

リ
ス

ク
削

減
手

法
と

し
て

用
い

る

場
合

、
当

該
ク

レ
ジ

ッ
ト

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
は

、
第

九
十

九
条

に
定

め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

に
掲

げ
る

条
件

の
全

て
を

満
た

す
も

の
と

す
る

。
 

［
一

～
七

 
略

］
 

［
一

～
七

 
同

左
］

 

 
 

（
事

業
法

人
等

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
E

A
D
）

 
（

事
業

法
人

等
向

け
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
の

E
A

D
）

 

第
百

三
十

九
条

 
［

略
］

 
第

百
三

十
九

条
 

［
同

左
］

 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
同

左
］

 

３
 

先
進

的
内

部
格

付
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

先
進

的
内

部
格

付
手

法
を

適
用

で
き

る
事

業
法

人
等

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー

ジ
ャ

ー
の

う
ち

、
リ

ボ
ル

ビ
ン

グ
型

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
信

用
リ

ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
額

の
算

式
及

び
期

待
損

失
の

算
出

に
用

い
る

オ
フ

・

バ
ラ

ン
ス

資
産

項
目

の
E

A
D
は

、
信

用
供

与
枠

の
未

引
出

額
に

掛
目

の

自
金

庫
推

計
値

を
乗

じ
た

額
又

は
信

用
供

与
枠

か
ら

直
接

的
に

推
計

さ

れ
る

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
基

礎
的

内
部

格
付

手
法

を
採

用
し

た
場

合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
に

お
い

て
百

パ
ー

セ
ン

ト
の

掛
目

が
適

用
さ

れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

掛
目

と
し

て
百

パ
ー

セ
ン

ト
を

乗
じ

た
額

と
し

、

リ
ボ

ル
ビ

ン
グ

型
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

該
当

し
な

い
場

合
に

あ
っ

て

は
第

五
項

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

額
と

す
る

。
 

３
 

先
進

的
内

部
格

付
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
が

先
進

的
内

部
格

付
手

法
を

適
用

で
き

る
事

業
法

人
等

向
け

エ
ク

ス
ポ

ー

ジ
ャ

ー
の

う
ち

、
リ

ボ
ル

ビ
ン

グ
型

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
信

用
リ

ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
額

の
算

式
及

び
期

待
損

失
の

算
出

に
用

い
る

オ
フ

・

バ
ラ

ン
ス

資
産

項
目

の
E

A
D
は

、
信

用
供

与
枠

の
未

引
出

額
に

掛
目

の

自
金

庫
推

計
値

を
乗

じ
た

額
又

は
信

用
供

与
枠

か
ら

直
接

的
に

推
計

さ

れ
る

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
基

礎
的

内
部

格
付

手
法

を
採

用
し

た
場

合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
に

お
い

て
百

パ
ー

セ
ン

ト
の

掛
目

が
適

用
さ

れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

掛
目

と
し

て
百

パ
ー

セ
ン

ト
を

乗
じ

た
額

、
リ

ボ

ル
ビ

ン
グ

型
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

該
当

し
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

第

五
項

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

額
と

す
る

。
 

［
４

～
９

 
略

］
 

［
４

～
９

 
同

左
］

 

 
 

第
百

四
十

九
条

 
［

略
］

 
第

百
四

十
九

条
 

［
同

左
］

 

［
２

～
５

 
略

］
 

［
２

～
５

 
同

左
］

 



 

- 12 - 

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

保
有

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

の
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

総
額

を
算

出
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

当
該

裏
付

け
と

な
る

資
産

等
の

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
信

用
リ

ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
額

を
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

当
該

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ

ー
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
出

す
る

も

の
と

す
る

。
 

６
 

［
同

左
］

 

［
一

・
二

 
略

］
 

［
一

・
二

 
同

左
］

 

三
 

前
二

号
に

掲
げ

る
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
以

外
の

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ

ー
 

前
項

の
第

三
者

を
当

該
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
を

直
接

保
有

す
る

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
と

み
な

し
て

 

 
、

第
二

十
五

条
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条

中
「

額
の

合
計

額
を

い
う

」
と

あ
る

の
は

「
額

（
第

三
号

に
掲

げ
る

額
を

除
く

。
）

の
合

計
額

と
し

、
当

該
合

計
額

の
算

出
に

当
た

っ
て

は
、

個
々

の
資

産
及

び
取

引
に

適
用

す
る

リ
ス

ク
・

ウ
ェ

イ
ト

に
一

 

 
・

二
を

乗
じ

る
調

整
を

行
う

も
の

と
す

る
」

と
、

「
同

節
」

と
あ

る

の
は

「
当

該
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
に

一
・

二
を

乗
じ

て
得

た
値

を
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
と

し
て

用
い

た
上

で
、

同
節

」
と

、
同

条
第

一
号

中
「

与
信

相
当

額
」

と
あ

る
の

は
「

与
信

相
当

額
（

当
該

派
生

商
品

取
引

に
第

二
百

五
十

三
条

の
二

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

オ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
取

引
の

与
信

相
当

額
、

当
該

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該
派

生
商

品
取

引
以

外
の

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

並
び

に
長

期
決

済
期

間
取

引
の

与
信

相
当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

三
 

前
二

号
に

掲
げ

る
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
以

外
の

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ

ー
 

前
項

の
第

三
者

を
当

該
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
を

直
接

保
有

す
る

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

場
合

の
商

工
組

合
中

央
金

庫
と

み
な

し
て

、
第

二
十

五
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

中
「

額
の

合
計

額
を

い
う

」
と

あ
る

の
は

「
額

（
第

三
号

に
掲

げ
る

額
を

除
く

。
）

の
合

計
額

と
し

、
当

該
合

計
額

の
算

出
に

当
た

っ
て

は
、

個
々

の
資

産
及

び
取

引
に

適
用

す
る

リ
ス

ク
・

ウ
ェ

イ
ト

に
一

・
二

を
乗

じ
る

調
整

を
行

う
も

の
と

す
る

」
と

、
「

同
節

」
と

あ
る

の
は

「
当

該
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
に

一
・

二
を

乗
じ

て
得

た
値

を
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
と

し
て

用
い

た
上

で
、

同
節

」
と

、
同

条
第

一
号

中
「

与
信

相
当

額
」

と
あ

る
の

は
「

与
信

相
当

額
（

当
該

派
生

商
品

取
引

に
第

二
百

五
十

三
条

の
二

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

オ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
取

引
の

与
信

相
当

額
、

当
該

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該
派

生
商

品
取

引
以

外
の

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

並
び

に
長

期
決

済
期

間
取

引
の

与
信

相
当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

７
 

［
略

］
 

７
 

［
同

左
］

 

８
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

内
部

格
付

手
法

を
採

用
し

た
場

合
の

商
工

組
合

中
央

金
庫

が
保

有
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
の

裏
付

け
と

な
る

資
産

等

８
 

［
同

左
］
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の
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト
の

総
額

を
算

出
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

同

項
の

資
産

運
用

基
準

に
基

づ
き

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ
ト

の
総

額
が

最

大
と

な
る

裏
付

け
と

な
る

資
産

等
の

構
成

を
想

定
す

る
も

の
と

し
、

当

該
裏

付
け

と
な

る
資

産
等

の
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
の

信
用

リ
ス

ク
・

ア

セ
ッ

ト
の

額
を

、
当

該
構

成
に

お
け

る
次

の
各

号
に

掲
げ

る
裏

付
け

と

な
る

資
産

等
の

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

［
一

・
二

 
略

］
 

［
一

・
二

 
同

左
］

 

三
 

前
二

号
に

掲
げ

る
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
以

外
の

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ

ー
 

当
該

商
工

組
合

中
央

金
庫

を
当

該
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
を

直
接

保
有

す
る

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

商
工

組
合

中
央

金
庫

と
み

な
し

て
、

第
二

十
五

条
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
中

「
額

の
合

計
額

を
い

う
」

と
あ

る
の

は
「

額
（

第
三

号
に

掲
げ

る
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
を

い
う

」
と

、
同

条
第

一
号

中
「

与
信

相
当

額
」

と
あ

る
の

は
「

与
信

相
当

額
（

当
該

派
生

商
品

取
引

に
第

二
百

五
十

三
条

の
二

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

オ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
取

引
の

与
信

相
当

額
、

当
該

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該
派

生
商

品
取

引
以

外
の

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

並
び

に
長

期
決

済
期

間
取

引
の

与
信

相
当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

三
 

前
二

号
に

掲
げ

る
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
以

外
の

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ

ー
 

当
該

商
工

組
合

中
央

金
庫

を
当

該
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
を

直
接

保
有

す
る

標
準

的
手

法
を

採
用

し
た

商
工

組
合

中
央

金
庫

と
み

な
し

て
、

第
二

十
五

条
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

条
中

「
額

の
合

計
額

を
い

う
」

と
あ

る
の

は
「

額
（

第
三

号
に

掲
げ

る
額

を
除

く
。

）
の

合
計

額
を

い
う

」
と

、
同

条
第

一
号

中
「

与
信

相
当

額
」

と
あ

る
の

は
「

与
信

相
当

額
（

当
該

派
生

商
品

取
引

に
第

二
百

五
十

三
条

の
二

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

オ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
取

引
の

与
信

相
当

額
、

当
該

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

に
一

・
五

を
乗

じ
て

得
た

額
及

び
当

該
派

生
商

品
取

引
以

外
の

派
生

商
品

取
引

の
与

信
相

当
額

並
び

に
長

期
決

済
期

間
取

引
の

与
信

相
当

額
）

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

［
９

～
1
1
 

略
］

 
［

９
～

1
1
 

同
左

］
 

 
 

（
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
変

動
額

推
計

モ
デ

ル
の

承
認

の
基

準
）

 
（

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

変
動

額
推

計
モ

デ
ル

の
承

認
の

基
準

）
 

第
二

百
二

十
五

条
 

［
略

］
 

第
二

百
二

十
五

条
 

［
同

左
］

 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
同

左
］

 

３
 

第
一

項
の

「
定

量
的

基
準

」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
を

い
う

。
 

３
 

［
同

左
］
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［
一

～
四

 
略

］
 

［
一

～
四

 
同

左
］

 

五
 

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

変
動

額
の

推
計

に
用

い
る

ヒ
ス

ト
リ

カ
ル

・

デ
ー

タ
が

三
月

に
一

回
以

上
の

頻
度

で
更

新
さ

れ
、

推
計

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
。

た
だ

し
、

市
場

価
格

に
大

き
な

変
動

が
み

ら
れ

た
場

合
に

は
、

当
該

変
動

を
反

映
す

る
た

め
の

更
新

及
び

推
計

が
行

わ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

五
 

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

変
動

額
の

推
計

に
用

い
る

ヒ
ス

ト
リ

カ
ル

・

デ
ー

タ
が

三
月

に
一

回
以

上
の

頻
度

で
更

新
さ

れ
、

推
計

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
。

た
だ

し
、

市
場

価
格

に
大

き
な

変
動

が
み

ら
れ

た
場

合
に

は
、

当
該

変
動

を
反

映
す

る
た

め
の

更
新

及
び

推
計

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

［
４

・
５

 
略

］
 

［
４

・
５

 
同

左
］

 

 
 

（
Ｃ

Ｖ
Ａ

リ
ス

ク
相

当
額

の
算

出
）

 
（

Ｃ
Ｖ

Ａ
リ

ス
ク

相
当

額
の

算
出

）
 

第
二

百
五

十
三

条
の

二
 

［
略

］
 

第
二

百
五

十
三

条
の

二
 

［
同

左
］

 

２
 

前
項

の
「

Ｃ
Ｖ

Ａ
カ

バ
ー

取
引

」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
又

は
商

工
組

合
中

央
金

庫
の

財

務
会

計
に

お
い

て
時

価
評

価
の

対
象

と
な

る
レ

ポ
形

式
の

取
引

及
び

信

用
取

引
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

海
外

の
取

引
（

重
要

性
が

低
い

も
の

を

除
く

。
）

を
い

う
。

 

２
 

前
項

の
「

Ｃ
Ｖ

Ａ
カ

バ
ー

取
引

」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
者

以
外

の
者

を
取

引
相

手
方

と
す

る
派

生
商

品
取

引
又

は
商

工
組

合
中

央
金

庫
の

財

務
会

計
に

お
い

て
時

価
評

価
の

対
象

と
な

る
レ

ポ
形

式
の

取
引

（
重

要

性
が

低
い

も
の

を
除

く
。

）
を

い
う

。
 

［
一

～
三

 
略

］
 

［
一

～
三

 
同

左
］

 

 
 

（
マ

ー
ジ

ン
・

ア
グ

リ
ー

メ
ン

ト
）

 
（

マ
ー

ジ
ン

・
ア

グ
リ

ー
メ

ン
ト

）
 

第
二

百
五

十
三

条
の

四
の

三
十

五
 

［
略

］
 

第
二

百
五

十
三

条
の

四
の

三
十

五
 

［
同

左
］

 

２
 

マ
ー

ジ
ン

・
ア

グ
リ

ー
メ

ン
ト

を
締

結
し

た
取

引
相

手
方

に
係

る
将

来
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
の

算
出

に
お

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
要

件
の

全

て
を

満
た

す
も

の
と

す
る

。
 

２
 

［
同

左
］

 

［
一

・
二

 
略

］
 

［
一

・
二

 
同

左
］

 

三
 

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
計

測
を

す
る

時
点

の
直

前
の

一
定

期
間

内

に
取

引
相

手
方

と
の

間
で

担
保

の
授

受
を

し
な

い
こ

と
を

前
提

と
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
一

定
期

間
の

日
数

は
、

次
の

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

リ
ス

ク
の

マ
ー

ジ
ン

期
間

の
区

分
に

応
じ

、
当

三
 

［
同

左
］
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該
イ

又
は

ロ
に

定
め

る
最

低
期

間
を

下
回

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
 

イ
 

レ
ポ

形
式

の
取

引
及

び
信

用
取

引
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

海
外

の
取

引
並

び
に

間
接

清
算

参
加

者
に

対
す

る
ト

レ
ー

ド
・

エ
ク

ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

係
る

リ
ス

ク
の

マ
ー

ジ
ン

期
間

 
四

＋
N
営

業
日

（
N
は

、
担

保
契

約
で

定
め

ら
れ

て
い

る
担

保
授

受
の

間
隔

に
基

づ
く

も
の

を
い

い
、

日
次

又
は

日
中

の
担

保
交

換
が

定
め

ら
れ

て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
一

と
す

る
。

ロ
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

イ
 

レ
ポ

形
式

の
取

引
及

び
間

接
清

算
参

加
者

に
対

す
る

ト
レ

ー
ド

・
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
に

係
る

リ
ス

ク
の

マ
ー

ジ
ン

期
間

 
四

＋

N
営

業
日

（
N
は

、
担

保
契

約
で

定
め

ら
れ

て
い

る
担

保
授

受
の

間
隔

に
基

づ
く

も
の

を
い

い
、

日
次

又
は

日
中

の
担

保
交

換
が

定

め
ら

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
一

と
す

る
。

ロ
に

お
い

て
同

じ

。
）

 

ロ
 

［
略

］
 

ロ
 

［
同

左
］

 

 
 

（
中

央
清

算
機

関
関

連
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
の

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ

ト
）

 

（
中

央
清

算
機

関
関

連
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
の

信
用

リ
ス

ク
・

ア
セ

ッ

ト
）

 

第
二

百
五

十
三

条
の

六
 

第
四

章
及

び
第

五
章

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

の
信

用
リ

ス
ク

・
ア

セ
ッ

ト

の
計

算
は

、
こ

の
章

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

第
二

百
五

十
三

条
の

六
 

［
同

左
］

 

［
一

・
二

 
略

］
 

［
一

・
二

 
同

左
］

 

三
 

商
工

組
合

中
央

金
庫

が
間

接
清

算
参

加
者

で
あ

る
場

合
の

直
接

清

算
参

加
者

に
対

す
る

ト
レ

ー
ド

・
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
で

あ
っ

て
、

第
二

百
五

十
三

条
の

二
第

二
項

第
二

号
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
も

の
（

次
条

に
お

い
て

「
直

接
清

算
参

加
者

向
け

ト
レ

ー

ド
・

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

」
と

い
う

。
）

 

三
 

商
工

組
合

中
央

金
庫

が
間

接
清

算
参

加
者

で
あ

る
場

合
の

直
接

清

算
参

加
者

に
対

す
る

ト
レ

ー
ド

・
エ

ク
ス

ポ
ー

ジ
ャ

ー
で

あ
っ

て
、

第
二

百
五

十
三

条
の

二
第

一
項

第
二

号
に

掲
げ

る
要

件
の

全
て

を
満

た
す

も
の

（
次

条
に

お
い

て
「

直
接

清
算

参
加

者
向

け
ト

レ
ー

ド
・

エ
ク

ス
ポ

ー
ジ

ャ
ー

」
と

い
う

。
）

 

 
 

（
リ

ス
ク

・
フ

ァ
ク

タ
ー

の
特

定
）

 
（

リ
ス

ク
・

フ
ァ

ク
タ

ー
の

特
定

）
 

第
二

百
五

十
七

条
 

内
部

モ
デ

ル
方

式
の

リ
ス

ク
・

フ
ァ

ク
タ

ー
は

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
全

て
を

満
た

す
も

の
と

す
る

。
 

第
二

百
五

十
七

条
 

［
同

左
］

 
 

一
 

時
価

評
価

に
用

い
る

全
て

の
リ

ス
ク

・
フ

ァ
ク

タ
ー

が
含

ま
れ

る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

リ
ス

ク
・

フ
ァ

ク
タ

ー
が

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
・

デ
ス

ク
の

リ
ス

ク
管

理
モ

デ
ル

に
含

ま
れ

な
い

場
合

 
一

 
時

価
評

価
に

用
い

る
全

て
の

リ
ス

ク
・

フ
ァ

ク
タ

ー
が

含
ま

れ
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

リ
ス

ク
・

フ
ァ

ク
タ

ー
が

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
・

デ
ス

ク
の

内
部

リ
ス

ク
管

理
モ

デ
ル

に
含

ま
れ

な
い
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に
は

、
そ

の
理

由
を

示
す

も
の

と
す

る
。

 
場

合
に

は
、

そ
の

理
由

を
示

す
も

の
と

す
る

。
 

 
［

二
～

十
 

略
］

 
 

［
二

～
十

 
同

左
］

 

 
 

（
フ

ァ
ン

ド
へ

の
出

資
の

取
扱

い
）

 
 

（
フ

ァ
ン

ド
へ

の
出

資
の

取
扱

い
）

 
 

第
二

百
六

十
七

条
の

二
 

［
略

］
 

第
二

百
六

十
七

条
の

二
 

［
同

左
］

 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
同

左
］

 

３
 

フ
ァ

ン
ド

へ
の

エ
ク

イ
テ

ィ
出

資
が

第
十

一
条

の
三

第
三

項
第

二
号

又
は

第
二

十
二

条
の

三
第

三
項

第
二

号
に

掲
げ

る
出

資
に

該
当

し
な

い

場
合

に
は

、
当

該
フ

ァ
ン

ド
へ

の
出

資
に

対
す

る
所

要
自

己
資

本
の

計

算
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
ポ

ジ
シ

ョ
ン

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号

に
定

め
る

方
法

に
よ

り
算

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

［
同

左
］

 

 
一

 
［

略
］

 
 

一
 

［
同

左
］

 

 
二

 
ネ

ッ
ト

・
シ

ョ
ー

ト
・

ポ
ジ

シ
ョ

ン
 

マ
ー

ケ
ッ

ト
・

リ
ス

ク
相

当
額

の
算

出
を

要
し

な
い

代
わ

り
に

当
該

ネ
ッ

ト
・

ポ
ジ

シ
ョ

ン
に

百
パ

ー
セ

ン
ト

を
乗

じ
て

得
た

額
を

自
己

資
本

の
額

か
ら

控
除

す
る

方
法

 

 
二

 
ネ

ッ
ト

・
シ

ョ
ー

ト
・

ポ
ジ

シ
ョ

ン
 

マ
ー

ケ
ッ

ト
・

リ
ス

ク
相

当
額

の
算

出
を

要
し

な
い

代
わ

り
に

当
該

ネ
ッ

ト
・

ポ
ジ

シ
ョ

ン
に

百
パ

ー
セ

ン
ト

を
乗

じ
て

得
た

額
を

所
要

自
己

資
本

の
額

か
ら

控
除

す
る

方
法

 

 
 

（
カ

ー
ベ

チ
ャ

ー
・

リ
ス

ク
の

バ
ケ

ッ
ト

、
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
及

び

相
関

）
 

（
カ

ー
ベ

チ
ャ

ー
・

リ
ス

ク
の

バ
ケ

ッ
ト

、
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
及

び

相
関

）
 

第
二

百
七

十
条

の
二

 
［

略
］

 
第

二
百

七
十

条
の

二
 

［
同

左
］

 

［
２

・
３

 
略

］
 

［
２

・
３

 
同

左
］

 

４
 

第
二

百
六

十
五

条
の

三
第

五
項

及
び

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

各
リ

ス
ク

・
ク

ラ
ス

の
カ

ー
ベ

チ
ャ

ー
・

リ
ス

ク
に

お
い

て
、

同
一

バ

ケ
ッ

ト
内

の
リ

ス
ク

加
重

後
の

感
応

度
の

合
算

は
、

第
一

項
の

規
定

に

よ
り

分
類

し
た

バ
ケ

ッ
ト

が
第

二
百

六
十

八
条

の
三

第
一

項
第

一
号

の

表
中

バ
ケ

ッ
ト

番
号

1
6
、

第
二

百
六

十
八

条
の

四
第

一
項

第
一

号
の

表
中

バ
ケ

ッ
ト

番
号

1
6
、

第
二

百
六

十
八

条
の

五
第

一
項

第
一

号
の

４
 

［
同

左
］
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表
中

バ
ケ

ッ
ト

番
号

2
5

又
は

第
二

百
六

十
九

条
第

一
項

第
一

号
の

表

中
バ

ケ
ッ

ト
番

号
1
1

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

次
の

算
式

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

𝐾 (            ) =max  max (𝐶𝑉𝑅  ,0 ), max(𝐶𝑉𝑅  ,0)
 

 
 
 

𝐾 (            ) =max  max (𝐶𝑉𝑅  ,0 ), (𝐶𝑉𝑅  ,0)
 

 
 
 

５
 

［
略

］
 

５
 

［
同

左
］

 

 
 

（
証

券
化

商
品

（
C

TP
）

に
係

る
デ

フ
ォ

ル
ト

・
リ

ス
ク

に
対

す
る

マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
の

算
出

）
 

（
証

券
化

商
品

（
C

TP
）

に
係

る
デ

フ
ォ

ル
ト

・
リ

ス
ク

に
対

す
る

マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
の

算
出

）
 

第
二

百
七

十
四

条
の

二
 

［
略

］
 

第
二

百
七

十
四

条
の

二
 

［
同

左
］

 

２
 

［
略

］
 

２
 

［
同

左
］

 

３
 

証
券

化
商

品
（

C
TP

）
に

係
る

デ
フ

ォ
ル

ト
・

リ
ス

ク
に

対
す

る
マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
の

合
計

額
は

、
次

の
算

式
を

用
い

て
算

出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

［
同

左
］

 

𝐷𝑅𝐶   =𝑚𝑎𝑥  (max [𝐷𝑅𝐶 ,0 ]+0.5×min [𝐷𝑅𝐶 ,0] ),0
 

  
  𝐷𝑅𝐶   =  (max [𝐷𝑅𝐶 ,0 ]+0.5×min [𝐷𝑅𝐶 ,0] ),0

 
  

 𝐷𝑅𝐶  
 =  𝑅𝑊 ∙𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 

 ∈    
 −𝐻𝐵𝑅   ∙  𝑅𝑊 ∙ |𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 |

 ∈     
 
 

 𝐷𝑅𝐶  
 =  𝑅𝑊 ∙𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 

 ∈    
 −𝐻𝐵𝑅   , ∙  𝑅𝑊 ∙ |𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 |

 ∈     
 
 

     𝐻𝐵𝑅   =
∑

𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 
 ∈    

∑
𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 

 ∈    
+ ∑

|𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 |
 ∈     

 
     𝐻𝐵𝑅   , =

∑
𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 

 ∈    
∑

𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 
 ∈    

+ ∑
|𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 |

 ∈    
 

𝐷𝑅𝐶   
は

、
証

券
化

商
品

（
C

TP
）

の
デ

フ
ォ

ル
ト

・
リ

ス
ク

に
対

す

る
マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
 

𝐷𝑅𝐶 
は

、
バ

ケ
ッ

ト𝑏
に

お
け

る
デ

フ
ォ

ル
ト

・
リ

ス
ク

に
対

す
る

マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
 

𝐷𝑅𝐶   
は

、
証

券
化

商
品

（
C

TP
）

の
デ

フ
ォ

ル
ト

・
リ

ス
ク

に
対

す

る
マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
 

𝐷𝑅𝐶 
は

、
バ

ケ
ッ

ト𝑏
に

お
け

る
デ

フ
ォ

ル
ト

・
リ

ス
ク

に
対

す
る

マ

ー
ケ

ッ
ト

・
リ

ス
ク

相
当

額
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𝑖は
、

バ
ケ

ッ
ト𝑏

に
属

す
る

商
品

 
𝑅𝑊 は

、
商

品𝑖に
適

用
す

る
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
 

HBRCTP
は

、
コ

リ
レ

ー
シ

ョ
ン

・
ト

レ
ー

デ
ィ

ン
グ

・
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

に
含

ま
れ

る
全

て
の

ポ
ジ

シ
ョ

ン
を

用
い

て
算

出
し

た
証

券
化

商
品

（
C

TP
）

の
ヘ

ッ
ジ

効
果

の
係

数
 

𝑖は
、

バ
ケ

ッ
ト𝑏

に
属

す
る

商
品

 
𝑅𝑊 は

、
商

品𝑖に
適

用
す

る
リ

ス
ク

・
ウ

ェ
イ

ト
 

HBRCTP,b は
、

証
券

化
商

品
（

C
TP

）
の

バ
ケ

ッ
ト𝑏

に
お

け
る

ヘ
ッ

ジ

効
果

の
係

数
 

備
考 

表
中
の
［ 
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
適
用
時
期
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工

組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
第
二
条
の
二
第
四
項
各
号
及
び
第
十
四
条
の
二
第
四
項
各

号
並
び
に
第
五
十
七
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

     


